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議案第17号 

 

寒川町企業等の立地促進に関する条例の一部改正について 

 

寒川町企業等の立地促進に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和8年2月24日提出 

 

寒川町長 木 村 俊 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

企業等の立地を一層促進するため、立地を行う企業等に対する奨励措置を継続する

とともに、奨励措置の適用要件等の見直しを図るため提案する。  
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寒川町条例第 号 

 

寒川町企業等の立地促進に関する条例の一部を改正する条例 

 

寒川町企業等の立地促進に関する条例（平成18年寒川町条例第15号）の一部を次の

ように改正する。 

第2条第12号を同条第16号とし、同条第11号中「の1年前」を削り、同号を同条第15

号とし、同条第10号の次に次の4号を加える。 

(11) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項に規定す

る中小企業者をいう。 

(12) 田端西地区土地区画整理事業区域 都市計画法第19条第1項の規定により茅

ヶ崎都市計画土地区画整理事業田端西地区土地区画整理事業として都市計画を定

めた土地の区域をいう。 

(13) 本社機能 企業の総務部門、経理部門、企画部門、研究開発部門、事業を統

括する部門その他の企業の主要な部門を有し、常時使用する従業員の数が300人

を超えるものをいう。 

(14) ロボット関連産業 センサー、知能・制御系及び駆動系の3つの要素技術を

有する機械システムを製造する産業をいう。 

第2条中第9号及び第10号を削り、第8号を第10号とし、同条第7号中「（昭和43年法

律第100号）第9条第10項」を「第9条第11項」に、「同条第11項」を「同条第12項」

に、「同条第12項」を「同条第13項」に改め、同号を同条第8号とし、同号の次に次

の1号を加える。 

(9) 国県認定企業等 国が積極的な成長投資に取り組むものと認めた企業等又は

神奈川県の企業誘致施策において認定された企業等（規則で定める企業等に限

る。）をいう。 
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第2条第6号の次に次の1号を加える。 

(7) 商業系地域 都市計画法（昭和43年法律第100号）第9条第9項に規定する近隣

商業地域及び同条第10項に規定する商業地域をいう。 

第3条中「工業系地域」の前に「商業系地域又は」を加え、同条第1号中「供される

もの」の次に「又は国県認定企業等の事業所」を加える。 

第4条第1項第1号中「100分の0.7」の次に「（本社機能を有する事業所又はロボッ

ト関連産業の事業所の場合にあっては、100分の0.35）」を加え、同項第2号中「100

分の0.1」の次に「（本社機能を有する事業所又はロボット関連産業の事業所の場合

にあっては、100分の0.05）」を加える。 

附則第2項中「令和8年3月31日」を「令和13年3月31日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布

の日から施行する。 
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寒川 町 企業 等 の立 地 促進 に 関す る 条例 新 旧対 照 表  

現行  改正 案  

（定 義 ）  （定 義 ）  

第 2条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る

とこ ろ によ る 。  

第 2条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る

とこ ろ によ る 。  

(1)～ (6) （ 略）  (1)～ (6) （ 略）  

（加 え る）  (7)  商 業 系 地 域  都 市 計 画 法 （ 昭 和 43

年 法 律 第 100号 ） 第 9条 第 9項 に 規 定 す

る 近 隣 商 業 地 域 及 び 同 条 第 10項 に 規

定す る 商業 地 域を い う。  

(7)  工 業 系 地 域  都 市 計 画 法 （ 昭 和 43

年 法 律 第 100号 ） 第 9条 第 10項 に 規 定

す る 準 工 業 地 域 、 同 条 第 11項 に 規 定

す る 工 業 地 域 及 び 同 条 第 12項 に 規 定

する 工 業専 用 地域 を いう 。  

(8)  工 業 系 地 域  都 市 計 画 法 第 9条 第

11項 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _に 規 定

す る 準 工 業 地 域 、 同 条 第 12項 に 規 定

す る 工 業 地 域 及 び 同 条 第 13項 に 規 定

する 工 業専 用 地域 を いう 。  

（加 え る）  (9)  国 県 認 定 企 業 等  国 が 積 極 的 な 成

長 投 資 に 取 り 組 む も の と 認 め た 企 業

等 又 は 神 奈 川 県 の 企 業 誘 致 施 策 に お

い て 認 定 さ れ た 企 業 等 （ 規 則 で 定 め

る企 業 等に 限 る。 ） をい う 。  

(8)_ （略 ）  (10) （略 ）  

(9)  田 端 西 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 区 域  

都 市 計 画 法 第 19条 第 1項 の 規 定 に よ り

茅 ヶ 崎 都 市 計 画 土 地 区 画 整 理 事 業 田

端 西 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 と し て 都

市計 画 を定 め た土 地 の区 域 をい う 。  

（削 る ）  

(10)  中 小 企 業 者  中 小 企 業 基 本 法

（ 昭 和 38年 法 律 第 154号 ） 第 2条 第 1項

に規 定 する 中 小企 業 者を い う。  

（削 る ）  

（加 え る）  (11)  中 小 企 業 者  中 小 企 業 基 本 法

（ 昭 和 38年 法 律 第 154号 ） 第 2条 第 1項

に規 定 する 中 小企 業 者を い う。  

（加 え る）  (12)  田 端 西 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 区

域  都 市 計 画 法 第 19条 第 1項 の 規 定 に

よ り 茅 ヶ 崎 都 市 計 画 土 地 区 画 整 理 事

業 田 端 西 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 と し

て 都 市 計 画 を 定 め た 土 地 の 区 域 を い

う。  

（加 え る）  (13)  本 社 機 能  企 業 の 総 務 部 門 、 経

理 部 門 、 企 画 部 門 、 研 究 開 発 部 門 、
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事 業 を 統 括 す る 部 門 そ の 他 の 企 業 の

主 要 な 部 門 を 有 し 、 常 時 使 用 す る 従

業 員 の 数 が 300人 を 超 え る も の を い

う。  

（加 え る）  (14)  ロ ボ ッ ト 関 連 産 業  セ ン サ ー 、

知 能 ・ 制 御 系 及 び 駆 動 系 の 3つ の 要 素

技 術 を 有 す る 機 械 シ ス テ ム を 製 造 す

る産 業 をい う 。  

(11)  常 時 雇 用 す る 従 業 員  立 地 を 行

う 企 業 等 が 、 立 地 の 日 の 前 後 2月 以 内

に 新 た に 雇 用 し 、 引 き 続 き 1年 以 上 雇

用 し て い る 者 （ 規 則 で 定 め る 者 に 限

る 。 ） で 、 そ の 者 の 雇 用 の 日 の 1年 前

か ら 第 6条 の 規 定 に よ る 申 請 （ 第 5条

に 規 定 す る 雇 用 奨 励 金 の 交 付 に 係 る

も の に 限 る 。 ） の 日 ま で 継 続 し て 町

内に 住 所を 有 する も のを い う。  

(15)  常 時 雇 用 す る 従 業 員  立 地 を 行

う 企 業 等 が 、 立 地 の 日 の 前 後 2月 以 内

に 新 た に 雇 用 し 、 引 き 続 き 1年 以 上 雇

用 し て い る 者 （ 規 則 で 定 め る 者 に 限

る 。 ） で 、 そ の 者 の 雇 用 の 日 ＿ ＿ ＿ _

か ら 第 6条 の 規 定 に よ る 申 請 （ 第 5条

に 規 定 す る 雇 用 奨 励 金 の 交 付 に 係 る

も の に 限 る 。 ） の 日 ま で 継 続 し て 町

内に 住 所を 有 する も のを い う。  

(12) （略 ）  (16) （略 ）  

（奨 励 措置 を 受け る ため の 要件 ）  （奨 励 措置 を 受け る ため の 要件 ）  

第 3条  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 工 業 系 地 域 に お い

て 立 地 を 行 う 企 業 等 は 、 次 に 掲 げ る 要

件 を 満 た す と き は 、 奨 励 措 置 の 適 用 を

受け る こと が でき る 。  

第 3条  商 業 系 地 域 又 は 工 業 系 地 域 に お い

て 立 地 を 行 う 企 業 等 は 、 次 に 掲 げ る 要

件 を 満 た す と き は 、 奨 励 措 置 の 適 用 を

受け る こと が でき る 。  

(1)  当 該 立 地 に 係 る 事 業 所 が 、 次 に 掲

げ る い ず れ か の 事 業 の 用 に 供 さ れ る

も の ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ で

ある こ と。  

(1)  当 該 立 地 に 係 る 事 業 所 が 、 次 に 掲

げ る い ず れ か の 事 業 の 用 に 供 さ れ る

も の 又 は 国 県 認 定 企 業 等 の 事 業 所 で

ある こ と。  

ア～ エ  （ 略 ）  ア～ エ  （ 略 ）  

(2)～ (4) （ 略）  (2)～ (4) （ 略）  

（固 定 資産 税 等の 不 均一 課 税）  （固 定 資産 税 等の 不 均一 課 税）  

第 4条  企 業 等 が 所 有 す る 当 該 立 地 に 係 る

固 定 資 産 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 及

び 都 市 計 画 税 （ 以 下 「 固 定 資 産 税 等 」

と い う 。 ） の 税 率 は 、 寒 川 町 町 税 条 例

（ 昭 和 60年 寒 川 町 条 例 第 16号 ） 第 21条

及 び 第 38条 の 規 定 に か か わ ら ず 次 の と

お り と す る 。 た だ し 、 田 端 西 地 区 土 地

区 画 整 理 事 業 区 域 の 土 地 に 対 し て 課 す

る 固 定 資 産 税 等 の 税 率 に つ い て は 、 こ

の限 り でな い 。  

第 4条  企 業 等 が 所 有 す る 当 該 立 地 に 係 る

固 定 資 産 に 対 し て 課 す る 固 定 資 産 税 及

び 都 市 計 画 税 （ 以 下 「 固 定 資 産 税 等 」

と い う 。 ） の 税 率 は 、 寒 川 町 町 税 条 例

（ 昭 和 60年 寒 川 町 条 例 第 16号 ） 第 21条

及 び 第 38条 の 規 定 に か か わ ら ず 次 の と

お り と す る 。 た だ し 、 田 端 西 地 区 土 地

区 画 整 理 事 業 区 域 の 土 地 に 対 し て 課 す

る 固 定 資 産 税 等 の 税 率 に つ い て は 、 こ

の限 り でな い 。  

(1)  固 定 資 産 税 の 税 率  100分 の 0.7＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

(1)  固 定 資 産 税 の 税 率  100分 の 0.7

（ 本 社 機 能 を 有 す る 事 業 所 又 は ロ ボ
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＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ _  

ッ ト 関 連 産 業 の 事 業 所 の 場 合 に あ っ

ては 、 100分 の 0.35）  

(2)  都 市 計 画 税 の 税 率  100分 の 0.1＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ _  

(2)  都 市 計 画 税 の 税 率  100分 の 0.1

（ 本 社 機 能 を 有 す る 事 業 所 又 は ロ ボ

ッ ト 関 連 産 業 の 事 業 所 の 場 合 に あ っ

ては 、 100分 の 0.05）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

附  則  附  則  

1 （ 略 ）  1 （ 略 ）  

（こ の 条例 の 失効 ）  （こ の 条例 の 失効 ）  

2  こ の 条 例 は 、 令 和 8年 3月 31日 _限 り 、

そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 同 日 以 前 に

行 わ れ た 立 地 に つ い て は 、 こ の 条 例

は 、 同 日 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す

る。  

2  こ の 条 例 は 、 令 和 13年 3月 31日 限 り 、

そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 同 日 以 前 に

行 わ れ た 立 地 に つ い て は 、 こ の 条 例

は 、 同 日 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す

る。  

附  則  

この 条 例 は、 令 和 8年 4月 1日 か ら施 行 する 。た だ し 、附 則 第 2項 の改 正 規 定は 、 公布

の日 か ら施 行 する 。  


